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■お問い合わせ先　住民福祉課　福祉係　℡（６２）１１１１（内線１３２）
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国民年金だより

国民年金の種別変更
　国民年金制度では、国内に居住する 20歳から 60歳までのすべての人に加入が義務づけ
られています。国民年金の加入者は次の 3種類に分かれており、加入時に限らず、種別が
変わったときにも手続きが必要です。
●国民年金の加入種別
　○第 1号被保険者（自営業や農林漁業の人やその配偶者、20歳以上の学生、フリーター等）
　　〈加入や種別変更の手続き先〉　役場の国民年金担当係（福祉係）
　○第２号被保険者（会社や官公庁に勤め、厚生年金や共済組合に加入している人）
　　〈加入や種別変更の手続き先〉　会社・官公庁
　○第 3号被保険者（第 2号被保険者に扶養されている配偶者）
　　〈加入や種別変更の手続き先〉　配偶者の勤務先
●種別変更となるケース
　第 2号被保険者が退職　　　　　→　第 1号被保険者（第 3号保険者になる人を除く）
　第３号被保険者の配偶者が退職　→　第 1号被保険者（第 3号保険者になる人を除く）
　第 1号・第 3号被保険者が就職　→　第 2号被保険者
　会社等を退職して第 2号被保険者の配偶者に　→　第 3号被保険者
●これからの年金相談（毎月第 4金曜日）
　　３月 28日（金）　　４月 25日（金）　※事前に予約が必要です


